
【施設概要】
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（施設所管課による評価）

（施設所管課による評価）

障がい者支援課

　今年度は放課後等デイサービスの利用者1名が養護学校卒業に伴い生活介護事業に移
行している。そのため生活介護事業の登録者数が前年から1名増の11名となり、放課後等
デイサービスは1名減の4名となった。生活介護の11名の利用者のうち医療的ケアが必要
な方は6名となっており、個別支援計画に基づいて質の高い安心安全な支援を実施する
ことができた。お楽しみ行事については、なるべく多くの方に参加していただくために通
所の曜日ごとになるべく分散して開催をするようにした。放課後等デイサービスの利用に
ついては、コロナの関係で養護学校が分散登校になったが、家族の希望もあり日中受入支
援を行った。
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開館日数 292 日
延べ利用者数

（Ｒ4）
1,405

一日あたり
利用者数

5

施設の
利用状況

利用区分等 設定目標値 R4年度実績 達成率 R3年度実績 前年度比

生活介護サービス なし 1120 #VALUE! 1054 106.3

放課後等デイサービス なし 285 #VALUE! 373 76.4
児童発達支援サービス なし 0 #VALUE! 0

  令和4年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

令和6年3月31日令和3年4月1日

料金制導入区分 利用料金社会福祉法人　上田しいのみ会

～

1

上田市つむぎの家施設名称

指定管理者名

285 通年 月曜から土曜
児童発達支援サービス 0 通年 月曜から金曜

1

4

1

実績

看護師　（保健、看護、支援、及び送迎業務）

作業内容
重症心身障がい者の日中活動支援（登録）

重症心身障がい児の療育支援（登録）

重症心身障がい児の発達支援（登録）

施設所管課

設置目的
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第1項の規定により、重症心身
障害児・者に対する日常生活上の支援、創作的活動の機会の提供その他の身体機能
又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

0

1

1

1

役職等（職務内容）

施設長　（運営の統括）
サービス管理責任者　（サービス提供の管理、保健、看護、支援、及び送迎業務）

3

参加者数開催日時

1

自主事業
の状況

1

事業・イベント名（内容）

3年間

障害者総合支援法及び児童福祉法で定める生活介護、放課後等デイサービス及び
児童発達支援サービスの提供

作業項目 回数 実施日 実施状況

生活介護サービス 1120 通年 月曜から金曜

福祉部

指定管理者が
行う業務内容

指定管理期間

管理業務
の状況 放課後等デイサービス

計画

1

1

4

職員の
配置状況

生活支援員　（支援、送迎業務） 3 3

保育士　（児童発達支援業務）

事務員　（会計事務）

管理栄養士　（栄養管理）

嘱託医　（定期的な健康管理）

機能訓練士　（リハビリ、音楽療法） 3

1



【収入・支出の状況】 （金額単位：円）※ 消費税額含む

収
入

支
出

総合計 △ 5,880,519 △ 6,394,191 △ 8,312,584

計 6,132,045 6,714,135 8,774,741

差引 △ 5,880,519 △ 6,394,191 △ 8,312,584

市

歳
入

歳
出

指定管理料 6,132,045 6,714,135 8,774,741

備品購入 0 0 0

13,537,000

差引 0 0 0

計 251,526 319,944 462,157

他市町村利用者負担金 251,526 319,944 462,157

計 0 0 00

差引 0 0 0

自
主
事
業

収
入

その他支出 261,576 1,692,864 513,576

支
出

計 0 0 0

0

計 35,287,159 36,128,196 37,917,024

事業費 2,691,739 1,933,322 2,061,422

事務費 2,119,258 1,776,312 3,495,531

2,239,000

2,785,000

324,000

39,848,000

人件費 30,214,586 30,725,698 31,846,495

指定管理料 6,132,045 6,714,135 8,774,741

計 35,287,159 36,128,196 37,917,024

3,164,290 3,138,698 3,491,480

その他収入 1,247,811 1,516,666 1,758,184

備考

指
定
管
理
者

指
定
管
理
業
務

自立支援費給付費収入 14,626,796 15,074,626 16,438,739

障害児施設給付費収入

項目
令和２年度

決算額
令和３年度

決算額
令和４年度

決算額

9,828,013 9,436,416 7,271,080

利用者負担金収入 288,204 247,655 182,800

その他事業収入等

令和４年度
予算額

16,120,000

7,363,000

188,000

2,640,000

0

13,537,000

39,848,000

34,500,000

△ 13,234,000

△ 13,234,000

0

0

303,000

303,000

13,537,000

0



【施設所管課による評価】（全施設共通評価項目）

（施設所管課の評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

○

消防設備は法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物はないか。
（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

第三者への業務委託は適正に行われているか。

◎

○

◎

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

利用者サービス向上の取組

施設利用者への対応

○

◎

◎

○

◎

◎

◎

施
設
管
理

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われているか。
施設運営に不要な経費の支出がないか。

◎

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。

収入の状況
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況 ◎

○

備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ◎

施設の運営・清掃の状況

省エネ、温室効果ガス削減やごみの減量化・分別を行っているか。 ○
光熱水費・環境への配慮の状況

評価項目

◎

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適切に行われているか。

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の書類が遅滞なく提出され
ているか。また、内容は適切か。

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守されているか。

◎

○

○

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施設の清掃や整理整頓が行
われているかどうか。

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっているか。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象外）

判　断　基　準

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が配置されているか。
責任者や指揮命令系統は明確か。

評価

○設備・備品の保守・管理状況

事務手続きの状況

利
用
者
サ
ー
ビ
ス

管理費用の執行状況は適正か。

経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われているか。

利用者が気持ちよく利用できるよう、接客マナーや施設利用に係るサービスは適切で
あるか。

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦情等を把握し、施設運営に
反映する仕組が整っているか。

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよう、職員に対する研修等、
適切な対応が行われているか。

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。

安
全
対
策
・
危
機
管
理

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されるとともに、避難訓練等、必要
な取り組みが行なわれているか。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安全確保のために必要な対
策が講じられているか。

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険に加入しているか。
（※加入不要な施設は評価対象外）

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職員研修の実施等、漏洩防
止の対策が講じられているか。

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理者や管理方法が明確であ
り、適切に管理されているか。

財
務
状
況

経理事務・帳票類の保管等

利用者の安全対策・緊急時の対応

個人情報の保護・施設管理上の秘
密の保持等

◎

○

◎

○

個
別
事
項

従
業
員
の
労
働
条
件

労働条件の明示、帳簿類の整備等

社会保険・労働保険に加入しているか。

労働条件の内容

各種保険・安全衛生

労働契約書（労働条件通知書）が適正に整備されているか。

法定三帳簿（労働者名簿、出勤簿、賃金台帳）が適正に整備されているか。

就業規則が適正に整備されているか。

賃金の管理は適正か。

年次有給休暇の運用・管理は適正か。

安全衛生の管理体制は適正か。

36協定が適正に締結されているか。

労働時間の管理は適正か。



【指定管理者による自己評価】（セルフモニタリング）

(２)指定管理業務実施上の課題

(１)令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）の取り組みに対する評価

①利用者増加・利用者サービス向上への取り組み

②経費節減に対する取り組み

③その他

・生活介護については登録者が11人となりました。1週間の利用状況では6人利用日が2日、5人利用日
が2.5日、4人利用日が0.5日でした（第1、第4木曜日のみ利用される方が1人いるため）。本人の手術
等による入院や三才山病院のショートステイ利用、体調不良等で休まれる方もいて、1日の平均利用者
数は4.6人でした。
・放課後等デイサービスの登録者は4人で、1日の平均利用人数は1.0人でした。
・満足度調査や事業所評価の他、随時家族の希望をお聞きして、現状把握や課題の確認と改善、業務の
見直しに努めました。

・節電や節水などに継続的に努めていますが、今年度は国際情勢の変化や円安等の影響もあり、特に電
気料金が大きく増加しました。
・備品等についても丁寧に使用することを職員間で徹底し、長期の使用ができるように取り組んでいま
す。

・新型コロナウイルス感染予防のため、一昨年、前年に引き続き上田しいのみ園との交流行事や外出行
事は全て中止としました。施設内でできる行事や活動を充実させるとともに、行事を分散開催するよう
に努め、なるべく多くの利用者に楽しんでいただけるように工夫しました。また、上田しいのみ園の職員
や利用者との交流については、短時間のお散歩などを通して行っています。
・感染予防に関してはご家族にも協力をお願いするとともに、施設内の換気やマスク着用、手指消毒の
徹底等の感染予防対策にも継続的に取り組みました。この結果、施設内におけるコロナウイルス感染事
例はありませんでした。

(３)次年度以降の取り組み

(４)その他

①利用者からの主な意見、苦情及び対応等

②市からの改善指示に対する対応（※ 市から改善指示等があった場合のみ）

・以前から継続的な課題として取り上げられてきていますが、老朽化した施設の建て替え計画や耐震補
強、スプリンクラー設備の新設による安全確保などの諸課題があります。
・建物や設備、備品等の修繕や備品購入等については、待ったなしでの対応が余儀なくされる場合があ
りますので、なるべく迅速な対応をお願いします。
・送迎用車両が走行距離は少ないですが年数的には老朽化してきています。車両本体は定期的に点検
を受けていますが、車いす用の乗降装置については使用頻度が高い割に点検の機会がありません。車
両購入時の乗降装置設置業者による定期的な点検が必要と考えます。
・施設の利用定員について、以前に定員変更の検討があったと聞いていますが、現状は変わらないまま
です。現状の施設・設備では定員増は難しいかもしれませんが、保護者からは受け入れの増加を求める
声が上がっています。このため一部の曜日では定員を超えて受け入れている日もありますが、昨年の県
の実地指導において生活介護と放課後デイの定員の考え方について口頭で指摘を受けています。今後
の対応について、ご検討をお願いします。

・つむぎの家利用児者の上田しいのみ園でのショートステイ利用を今後も継続していくため、直前のキャ
ンセルに関するルール作りを進めていきます。
・また、ご家族や保護者の体調不良時や入院等、緊急時の支援体制の整備を図っていきます。
・手指を使った物づくりや音楽活動等に力を入れ、個別及び集団療育活動の充実に努めていきます。

・利用者の日常の様子や各種イベントの様子など、つむぎの家での活動状況をタイムリーに共有するた
め、つむぎ便りを毎月発行し、ご家族との情報共有に努めました。
・新型コロナウイルス感染予防のため、3年連続で家族会の開催ができませんでしたが、ご家族の要望等
をその都度お聞きする環境をつくることで、特に苦情等はありませんでした。


